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●登記事項証明書のみほん

右は、建物の登記事項証
明書（全部事項証明書）
です。

『表題部』に、建物の所在、
家屋番号、種類、構造、
床面積、原因及びその日
付（登記の日付）が記載
されています。

『権利部（甲区）』には、「所
有権に関する事項」が登
記され、初めてされる所
有権の登記を「所有権保
存登記」といいます。

この証明書には、なにわ
た ろ う の 持 分 10 分 の 7
なにわはなこの持分 10 分の 3 と、順位番号１番で平成 10 年 7 月 16 受付の登記が
されていました。

しかし、建物登記簿によく見られるのですが、表題部のみがあって、甲区・乙区の
登記用紙がないことがあります。

表題部に関する表示の登記については、新たに土地が生じたときあるいは建物を新
築したときは所有者は１ヵ月以内に表示登記をしなければならないとされて
おり、この登記義務を怠ると過料の制裁があります（ 不動産登記法 36 条・47 条・
136 条） 。

しかし、権利の登記（ 甲区・乙区にされる登記） についてはこのような規定はなく、
所有者の自由意思に任せられています。

権利の登記は民法 177 条に規定する対抗要件を具備するための登記ですから、対抗
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要件を具備するか否かの選択は所有者の任意とされている以上、所有権保存登記に
限らず、権利の登記は法的強制になじまないと考えられているからです。

所有権保存登記の記載には、原則として「原因」の記載がありません。

「原因」の記載はその登記を必要とするに至った実体上の法律原因を表示するための
ものですが、所有権保存登記は、その不動産について所有者が法律行為ではなく、
初めて原始的に所有権を取得したときにされる登記であるという建前か
ら、敷地権の表示の登記がされている区分建物の転得者（ 新築マンションの購入者
など） から申請がなされた場合を除き、原因の記載がされないのです。

例えば、建物新築に関して、資金を拠出したのは父親であるにも拘わらず、相
続対策として子供の名義で表示登記をし、続いて所有権保存登記をした後になって、
税務署から追及された結果、子供名義の所有権保存登記を錯誤を理由として抹消し
たいと相談を受けることがあります。

この場合、所有権保存登記を抹消すると、その前提となった建物表題部の登記も抹
消するというのが登記実務の取扱いです。その結果、建物表示登記からやり直さな
ければならないことになりますので、注意が必要です。

甲区欄になされる登記の中で最も一般的な登記が所有権移転登記です。

① 受付年月日と受付番号は、登記完了後、登記権利者に交付される「登記識別情
報通知」または「登記済証」に表示されます。

この「登記識別情報通知」「登記済証」が一般に権利証といわれるものです。

したがって、登記申請に際し、「登記識別情報通知」「登記済証」を添付する必要の
ある場合に、その権利証が登記の対象となった不動産に関するものであるか否かは、
登記簿の受付年月日、受付番号と「登記識別情報通知」「登記済証」のそれとを照合
することによって行うことになります。

２ 所有権移転登記について
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「登記識別情報通知」「登記済
証」については、再発行の制度
がありませんのでその管理・取扱
いには十分な注意が必要です。

誤って廃棄してしまって滅失した
ことがはっきりしている場合はま
だしも、紛失して行方が分からな
いといった場合は悪用される可能
性があります。

② 登記原因は、相続に代表され
る包括的な権利承継、売買等の特
定の権利承継、取得時効による原
始取得等の所有権移転登記が申請
されるに至った法律上の原因が記
載されます。

登記原因には様々のものがありますが、その中でも注意すべきは「譲渡担保」です。

譲渡担保とは、債権担保のために所有権を移転することです。そこでは、弁済期に
債務者が債務を弁済すると所有権を譲渡担保権者（ 現所有名義人） から譲渡担保権
設定者（ 前所有名義人） に戻す約束があります（ 受戻権） 。

弁済期前に譲渡担保権者が第三者にその不動産を売却してしまった場合
には、設定者が受戻権を主張して紛争となり、その第三者も紛争に巻き込まれるこ
とがあります。

判例では債権者（ 譲渡担保権者） から目的物を譲り受けた第三者は、善意・悪意に
拘わらず有効に所有権を取得する（大判大正 9 年 9 月 25 日） としていますが、第三
者の善意・悪意を問題とする学説や下級審の裁判例もあります。

数次にわたって所有権移転登記がなされている中にこの譲渡担保が含まれている場
合もありますので、甲区欄の各登記の登記原因にも注意を払い、できる限り、事実
関係を調査することが必要だと思われます。
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③ 数次にわたる相続登記や持分移転の登記が何回にも分けて行われた場合には、共
有者が多数になるときがあります。

特に、共有者の内で同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分を取得してい
る場合には、持分の計算および「登記済証」の数に留意する必要があります。

所有権登記名義人が登記義務者となって行う登記申請の場合に、申請時の住所また
は氏名が登記簿上の住所または氏名と異なっていることがあります。

このときは、必ず他の登記に先立ってまたは同時に所有権登記名義人表示変更（ま
たは更正） の登記を申請しなければなりません。

登記の申請書類と登記義務者の登記簿上の表示が一致しないとき、原則として登記
官はその登記申請を却下しなければならないからです（ 不動産登記法 25 条 7 号） 。

所有権登記名義人表示変更の登記それ自体は、実質的な権利変動に基づくもの
ではありませんが、それを怠るとそれを前提とするすべての登記申請が却下される
という意味で、影響力の大きいものです。

取引の際に、変更を証する書面が不足すれば、取引自体を延期しなければならない
事態も生じますので、必ず事前の調整（住民票や戸籍の附票の取得等）や確認が必
要です。


